
益城町音声訳ボランティア「こまどり」では、広報ましき、社協だより、清水（議会報）などの
記事を音声で録音したＣＤを無料配布しています。　 問  町社会福祉協議会　 ☎ 214-5566

　　
コ
ン
ビ
ニ
交
付
シ
ス
テ
ム
メ
ン
テ
ナ
ン

ス
の
た
め
、
福
田
・
津
森
郵
便
局
と
コ
ン

ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
な
ど
で
の
証
明
書
交

付
を
一
時
停
止
し
ま
す
。

　
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
了
承

く
だ
さ
い
。

日
時
…
11
月
23
日
㊏
終
日

問 

役
場
住
民
課 

住
民
係

　

☎
２
８
６
‐
３
１
１
２

　
10
月
中
に
申
請
で
き
な
か
っ
た
人
を
対

象
に
、
介
護
者
手
当
の
申
請
を
受
け
付
け

て
い
ま
す
。
申
請
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を

証
明
す
る
資
料
が
あ
る
場
合
、
申
請
時
に

提
示
し
て
く
だ
さ
い
。
詳
し
く
は
、
本
紙

10
月
号
か
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

期
限
…
12
月
27
日
㊎

　
　
　
※
土
・
日
曜
、
祝
日
を
除
く

問 

福
祉
課 

包
括
支
援
係

　

☎
２
３
４
‐
６
１
１
３

　

福
祉
課 

障
が
い
支
援
係

　

☎
２
８
６
‐
３
１
１
５

　
道
路
や
歩
道
へ
の
枝
の
張
り
出
し
や
倒

木
に
よ
り
、
歩
行
者
や
自
動
車
な
ど
に
損

害
を
与
え
た
場
合
、
樹
木
所
有
者
の
管
理

責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
道

路
沿
い
で
樹
木
を
所
有
し
て
い
る
人
は
、

点
検
を
実
施
し
て
い
た
だ
き
、
危
険
な
場

合
は
伐
採
な
ど
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
県
道
路
保
全
課

　

☎
３
３
３
‐
２
４
９
５

　

役
場
建
設
課 

管
理
係

　

☎
２
８
６
‐
３
３
０
１

　
生
後
91
日
以
上
の
飼
い
犬
に
は
、
毎
年

1
回
の
狂
犬
病
予
防
注
射
が
義
務
付
け
ら

れ
て
い
ま
す
。
ま
だ
今
年
度
の
予
防
注
射

が
お
済
み
で
な
い
場
合
は
、
個
別
に
注
射

を
お
願
い
し
ま
す
。

　
町
内
の
動
物
病
院
で
注
射
し
た
場
合
は
、

狂
犬
病
予
防
注
射
済
票
の
交
付
の
た
め
、

「
狂
犬
病
予
防
注
射
済
証
」（
領
収
書
な
ど

は
不
可
）と
手
数
料
５
０
０
円
を
持
参
の

上
、
環
境
衛
生
係（
役
場
1
階
３
番
窓
口
）

に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

町
内
の
動
物
病
院
…

　
じ
ん
だ
動
物
病
院（
広
崎
）

　
☎
２
８
６
‐
２
３
６
１

　
ま
し
き
動
物
病
院（
馬
水
）

　
☎
２
８
９
‐
０
５
６
３

問 

役
場
住
民
課 

環
境
衛
生
係

　

☎
２
８
９
‐
８
０
７
７

　
高
額
な
海
産
物
を
一
方
的
に
送
り
付
け

ら
れ
る
ト
ラ
ブ
ル
が
多
発
し
て
い
ま
す
。

身
に
覚
え
の
な
い
会
社
か
ら「
数
年
前
に

購
入
い
た
だ
い
た
海
産
物
を
今
年
も
お
送

り
し
ま
す
」と
電
話
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、

き
っ
ぱ
り
断
り
、
商
品
が
届
い
て
も
受
取

拒
否
し
て
代
金
を
支
払
わ
な
い
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。

問 

県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　

☎
３
８
３
‐
０
９
９
９

　

上
益
城
5
町
消
費
生
活
相
談
室

　

☎
２
８
６
‐
３
２
１
０（
毎
週
㊊
）

電
話
で
の
海
産
物
の
押
し
売
り
・

送
り
付
け
に
注
意

道
路
に
張
り
出
し
て
い
る

木
の
伐
採
に
ご
協
力
を
！

コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
一
時
停
止

介
護
者
手
当
の
申
請
受
け
付
け
中

11 月はオレンジリボン・
児童虐待防止推進キャンペーン月間

飼
い
犬
に
狂
犬
病
予
防
注
射
を

受
け
さ
せ
ま
し
ょ
う

　児童虐待の件数は全国的にも年々増加傾向にあ
り、子どもの命が奪われる重大な事件も後を絶た
ず、問題は深刻化しています。
　こども家庭庁では、毎年 11 月を「オレンジリ
ボン・児童虐待防止推進キャンペーン月間」と定
めています。子どもの命、権利、そして未来を社
会全体で守るために、児童虐待とは何か、何がで
きるのかを考えてみませんか？

虐待かもと思ったら「1
いちはやく

89」
　虐待対応ダイヤル 189 番に電話をかけると、
近くの児童相談所につながります。匿名での連絡
も可能で、通話料は無料。秘密は固く守られます。
問 役場こども未来課 子育て支援係　☎ 286 - 3117

身体的虐待　殴る、蹴る、激しく揺さぶる
性的虐待　　子どもへの性的行為、行為を見せる
ネグレクト　家に閉じ込める、食事を与えない
心理的虐待　言葉による脅し、無視　　　　など
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